
県債残高の推移（普通会計）
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（注２）臨時財政対策債とは、地方一般財源の不足に対処するため、投資的経費以外

の経費にも充てられる特例として発行される地方債

地方交付税の振替であり元利償還金については、後年度に全額交付税措置
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